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※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係（℡72-1111 内線 211）まで。

▲ 目  次 ▲ 

５月２０日号  発行 枕崎市役所

募集 
啓発 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 
相談会 
協力を 
お知らせ 
協力を 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 
募集 
お知らせ 
募集 
お知らせ 
募集 
相談会 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 
お知らせ 

平成 23 年度 1 日人間ドック及び脳ドック希望者を募集 
軽自動車納税証明は大事に保管を 
ＭＲ（麻疹・風疹）混合ワクチンの接種について 
ＤＴ（ジフテリア・破傷風）二種混合ワクチンの接種について 
日本脳炎ワクチン接種について 
交通事故無料相談会を実施 
消費税及び地方消費税も期限内に納税を！ 
6 月 1 日～7 日は水道週間 
下水道接続で環境保全に努めましょう。 
平成 23 年度危険物取扱者保安講習の案内 
甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理者再講習を実施 
「ハンセン病問題を正しく理解する週間」のお知らせ 
男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～ 
「不正大麻･けし撲滅運動」のお知らせ 
放送大学１０月入学生募集 
平成 23 年度国民健康保険特定健康診査のお知らせ 
国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験受験者募集 
年金相談所開設のお知らせ 
国民健康保険税を年金引き落とし（特別徴収）で納税されていた 75 歳になる方へ 
河川愛護月間（５月２１日～６月２０日） 
水防月間（5 月 1 日～5 月３１日） 
農業委員会委員選挙立候補予定者の説明会を開催 
振替納税のお勧め 
東日本大震災関連の義援金を支出した方へ 
源泉所得税の納期の特例と納付 
７月２４日にアナログ放送は終了します。 
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軽自動車納税証明は大事に保管を 

 

５月 31 日は、軽自動車税の納期限です。納付書で納税される方は、領収書が継続検査に必要な納税証明

書になりますので、車検証と一緒に大事に保管してください。 

お問合せ 税務課課税係 ℡７２-１１１１ 内線１５５ 

税務課

国民健康保険加入者の皆さんへ 

平成 23 年度 1日人間ドック及び脳ドック希望者を募集 

 

国民健康保険加入者の皆さんを対象に、１日人間ドック及び脳ドック受診希望者を募集します。この機

会に受診され『疾病の早期発見・早期治療』に努めてください。 

受診できる指定医療機関と各コースの費用額及び助成金額は次のとおりです。 

◎ 1 日人間ドック 

 指定医療機関 一般コース 婦人コース 

小 原 病 院 ３６，０００円 ４２，０００円

サザン・リージョン病院 ３６，０００円 ４２，０００円市内 

枕 崎 市 立 病 院 ３６，０００円

鹿児島県厚生連健康管理センター ４４，６８０円 ５０，４５０円
市外 

県民総合保健センター ３７，６４２円 ４７，３４２円

助成金額 ２０，０００円

◎ 脳ドック 

 指定医療機関 Ａコース B コース 

小 原 病 院 １８，０００円 ２２，０００円
市内 

サザン・リージョン病院 １８，０００円

市外 鹿児島県厚生連健康管理センター １５，０００円

助成金額 ９，０００円 １１，０００円

注）１ ｛Ａコース｝ＭＲＩ・ＭＲＡ検査のみ 

｛B コース｝ＭＲＩ・ＭＲＡ検査＋心電図・血液検査・尿検査 

注）２ １日人間ドックと脳ドックの同時受診の助成金額は、29,000 円 

〔受診希望者の募集方法〕 

①受診希望日により、前期（平成 23 年４月～９月）と後期（平成 23 年 10 月～平成 24 年３月）に分け

ます。 

②前期については通常どおり受付を行いますが、前期予定者数（１７０人）に達し次第、前期受付を終

了します。 

※ 受診コースの希望状況により、募集人数は変わることもありますのでご了承ください。 

③前期で受診できなかった方と後期に受診を希望される方については、募集方法を８月の市の広報紙で

お知らせします。希望者が多い場合は抽選により決定します。 

④受診希望者は、上記をご参照のうえ、直接指定医療機関で申し込み、受診の日程が決定した後、保険

証と印鑑を持参して健康課保険医療係で利用券の交付を受けてください。 

なお、鹿児島県厚生連健康管理センターで受診希望の方は、ＪＡ南さつま枕崎支所生活課へ申し込み

を行い、受診の日程を決定してください。 

〔指定医療機関のお問い合わせ先〕 

◇ 小原病院 ☎（72）2226     ◇ サザン・リージョン病院 ☎（72）1351 

◇ 枕崎市立病院 ☎（72）0303   ◇ 県民総合保健センター人間ドック課 ☎099（220）2332 

◇ 鹿児島県厚生連健康管理センター〔ＪＡ南さつま枕崎支所生活課へ ☎（72）3111〕 

健康課 

２ 



 

ＭＲ（麻疹・風疹）混合ワクチンの接種について 

 

予防接種法に基づき、ＭＲ（麻疹・風疹）の予防接種を次のとおり実施します。 

今回の対象になっている方は、麻疹・風疹の免疫を高め、感染しなくてすむように、予防接種を受け

ることをお勧めします。なお対象者にはすでに個人通知していますが、転入者などで通知の届いていな

い方は健康センターまでご連絡下さい。 

●対象者・・（２期）平成１７年４月２日～平成 1８年４月１日生まれの者 

（３期）平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれの者 

（４期）平成 ５年４月２日～平成 ６年４月１日生まれの者 

●接種場所・・・・枕崎市内の協力医療機関 

●接種期間・・・・５月１日～７月３１日 

●料金・・・・・・無料 

●持参するもの・・第２期：母子健康手帳、予診票、保険証等（住所が確認できるもの） 

第３期、第４期：予診票、保険証等（住所が確認できるもの） 

＊ 問合せ 健康センター【☎72－7176】へご連絡ください。 

健康課

３

ＤＴ（ジフテリア・破傷風）二種混合ワクチンの接種について 

 

大切なお子さんを病気から守るため、また感染源にならないためにも、予防接種をうけましょう。 

今回対象になっている者は、早めに予防接種を受けることをお勧めします。なお対象者にはすでに個人

通知していますが、転入者などで通知の届いていない方は健康センターまでご連絡ください。 

●対象者・・・・・平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれの者 

●接種場所・・・・枕崎市内の協力医療機関 

●接種期間・・・・５月１日～７月３１日 

●料金・・・・・・無料 

●持参するもの・・母子健康手帳、予診票、保険証等 (住所が確認できるもの) 

＊問合せ    健康センター《☎７２－７１７６》へご連絡ください。 

健康課

日本脳炎ワクチン接種について 

 

予防接種法に基づき、日本脳炎の予防接種を次のとおり実施します。 

第１期の標準的な接種期間に該当する者（3 歳に対する初回接種および 23 年度に 9 歳・10 歳になる者）

に対して、積極的に勧奨を行うこととなりました。 

今回対象になっている者は、早めに予防接種を受けることをお勧めします。 

なお、対象者には順次個人通知します。（誕生月ごと） 

転入者などで通知の届いていない方は健康センターまでご連絡ください。 

●対象者 ①平成 20 年 4 月 2 日～平成 21 年４月 1 日生まれの者 
  ②平成 13 年 4 月 2 日～平成 15 年４月 1 日生まれの者 

●接種場所 枕崎市内の協力医療機関 
●接種期間 ①3 歳の誕生日から 7 歳６か月になる日の前日まで 
 ②9 歳の誕生日から 11 歳になる日の前日まで 
●料金 無料 
●持参するもの 母子健康手帳、予診票、保険証等（住所が確認できるもの） 
＊問合せ  健康センター《☎７２－７１７６》へご連絡ください 

健康課



 

消費税及び地方消費税も期限内に納税を！  

 

納税は社会の基本的なルールです。 

特に、消費税及び地方消費税は、消費者からの「預り金的な性格」を有する税金ですから、期限内に確実

に納付してください。 

納税資金の準備に当たっては、毎日又は毎月の売上げの中から、消費税及び地方消費税に相当する分を積

み立てるなど、日頃から納税資金の準備に努めましょう。 

なお、期限内に納付がない場合には、本税のほか、完納の日までの延滞税も併せて納付しなければなりま

せんからご注意ください。 

納税についてお分かりにならないことがありましたら、税務署にお気軽にお尋ねください。 

知覧税務署 電話０９９３－８３－２４１１ ※自動音声案内 

税務課

6 月 1 日～7日は水道週間 

 

６月１日～６月７日は水道週間です。水道について国民の理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境

の改善を図るため設けられた週間です。 

今年のスローガンは 

「蛇口から あふれるぼくらの 夢・未来」 

 

この機会に水の大切さを再認識し、安全でおいしい水を未来まで永久に残していくため河川や森林の環境

をみんなで守っていきましょう。 

水道課

 

交通事故無料相談会を実施 

 

ＮＰＯ交通事故被害者救済推進協会では、次の日程で交通事故無料相談会を実施します。 

日 時  平成 23 年６月 18 日（土）  午前 10 時～午後３時 

場 所  市民会館第３会議室 

交通事故に関する損害調査、賠償額の精査、傷害・後遺症に関する不安や悩みなど、交通事故に関するも

のすべて。 

主 催  NPO 交通事故被害者救済推進協会 （鹿児島県知事認証 198 号） 

連絡先  鹿児島市喜入町 7127 番地５ 南薩地区担当 有田 ムツミ 

℡０９９３－４５－１０８９ （有田） 

※平日は、電話による無料相談も行っています。平日（月曜日～金曜日）午前９時～午後４時 

総務課

４ 

下水道接続で環境保全に努めましょう。 

～家庭や商店、水産加工場等事業所は早急に下水道接続を(単独浄化槽も法律で接続が義務づけ)～ 

 

トイレや水産物処理等の汚水や悪臭で、近所の住民に迷惑をかけていませんか。 

下水道は、住民の快適な生活環境と、海や河川など公共用水域の水質の保全を図る施設です。 

下水道供用区域内で、くみ取り便所及び単独浄化槽を使用している一般家庭や商店、水産加工場等事業

所は、下水道に接続することが法律で義務づけられています。早急に水洗化改造工事をしていただき、環

境保全に努めてください。 

※ 接続工事等の詳しい内容については、下水道課(TEL 72-1111 内線 412・413)へお問い合わせください。

下水道課



 
 

５

平成 23 年度危険物取扱者保安講習の案内 

 

消防法に基づく、危険物取扱作業の保安に関する講習を、次のとおり実施します。 

 

１ 日時・場所 

７月１１日(月）・８月２９日(月）・１０月３１日(月) 鹿児島市鹿児島県市町村自治会館 

７月２２日(金） 日置市中央公民館 

８月１９日(金） 南さつま市民会館 

８月２５日(木） 指宿市民会館 

※上記以外にも県内各地で実施されます。 

※講習時間は、午前９時３０分から１２時３０分までです。 

 

２ 受講の対象者 

危険物取扱者免状を所持し、現に危険物取扱作業に従事しており、次に該当する方は、保安講習の受講

が義務づけられています。 

（1)免状の交付を受けた日から３年以内 

（2)前回の保安講習を受けた日から３年以内 

（3)危険物の取扱作業から離れ、（1)（2) の期間（３年間）を超えているときは、再び危険物取扱作業に

従事した日から１年以内 

 

３ 受講申請の受付期間 

６月１日(水）～６月２２日(水）まで（土・日を除く） 

郵送の場合、６月２２日の消印のものまで受け付けます。 

※受講申請書は各消防署・各分遣所及び鹿児島県危険物安全協会にあります。 

問合せ先 南薩地区消防組合予防課危険物係 電話７２－００４９ 

南薩地区消防組合

 

甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理者再講習を実施 

 

１ 甲種防火管理再講習 

○ 日  時 ７月１４日（木）午前９時から午前１１時３０分まで 

○ 会  場 南薩地区消防組合消防本部会議室（枕崎市） 

○ 受付期間 ６月１日（水）から６月２１日（火）まで 

午前９時から午後５時まで 

○ 受付場所 枕崎消防署 

 

２ 甲種防火管理新規講習 

○ 日  時 ８月２５日（木）・２６日（金） 

午前９時から午後４時まで 

○ 会  場 南さつま市民会館 

○ 受付期間 ７月４日（月）から７月２５日（月）まで 

       午前９時から午後３時まで 

○ 受付場所 枕崎消防署 

○ 応募資格・方法等については、下記までお問い合わせください。 

※ 問い合わせ先：南薩地区消防組合予防課予防査察係  電話７２－００４９ 

南薩地区消防組合

 



 「ハンセン病問題を正しく理解する週間」のお知らせ 

 

ハンセン病問題に対する理解の促進を図るために、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定

めています。 

誤った隔離政策によって、長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平穏に安心

して生活できる地域を創るために、一人ひとりが、ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切で

す。 

◆ハンセン病問題を正しく理解する週間 

平成２２年６月１９日（日）～６月２５日（土） 

◆ハンセン病問題に関する知識 

・国の隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病気という誤った考え方が定着し、そのことが様々な偏見・

差別や人権侵害を引き起こしました。ハンセン病であった方々等は、今も根強く残る偏見・差別に苦しん

でおられます。 

・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、遺伝病ではありません。また、早期発見と早期治療によ

り、短期間で治癒する病気です。 

・わが国に感染源となるものはほとんどありません。 

・元患者であった方々の身体の変形は後遺症です。 

◆県では、「ハンセン病問題を理解する週間」に向け、次のような取り組みを実施します。 

 ○ハンセン病問題に係る写真パネル及び療養所入所者作品等の啓発展示 

場    所 展示期間 展 示 内 容 

県民交流センター展示ロビー

※ ハンセン病問題市民会議 

かごしまと共催 

６月 ８日（水）～

６月１６日（木） 

県庁１８階展示ロビー 

※ ハンセン病問題市民会議 

かごしまと共催 

６月１７日（金）～

６月２８日（火） 

①テーマ 

 「ハンセン病問題の歴史と現状」 

②展示内容 

・療養所の現状（ポスター） 

・ハンセン病問題の歴史と課題（写真パネル等） 

・療養所入所者の作品とメッセージ展 

◆療養所に入所中の方々との交流を通して、ハンセン病問題についての理解を深め、ハンセン病であった

方々への偏見・差別の解消を図るために、県では毎年夏休みに親子療養所訪問を実施しています。今年は次

の日程を予定していますが、申し込み方法等詳細は、県庁健康増進課「ハンセン病担当窓口」（℡０９９－

２８６－２７２０）までお問い合わせください。 

   ○親子療養所訪問 星塚敬愛園 ８月 ９日（火） 

            奄美和光園 ８月２５日（木） 

健康課 

６ 

男性集合“簡単クッキング教室”へ ～料理初心者のために～ 

 

まずは自分の健康のために、バランスのとれた食事を簡単においしく作ってみましょう。 

月 日   ６月３日（金）、６月２２日（水）、７月１日（金）の 3回コース 

午前１０時から午後０時３０分 

会 場   健康センター 調理室 

内 容   簡単な調理実習 

対象者   枕崎市内に居住の男性２０名 

参加費   ２００円 

持ってくるもの  エプロン・ハンカチなど頭をおおえるもの・筆記具 

申込み期限  ５月３１日（火）までに電話でお申し込みください。 

申し込み先 枕崎市健康センター 電話 72-7176、72-1111(内線 415、416) 

健康課



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内で発見された「植えてはいけないけし」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソムニフェルム種       セティゲルム種（アツミゲシ） 

 

連絡先：鹿児島県加世田保健所 衛生･環境課 ℡ 0993-53-2315 又は 0993-53-2317 

健康課 

放送大学１０月入学生募集 

 

放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、

学びを楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。 

ただいま平成２３年１０月入学生を募集しています。詳しい資料を無料で送付いたしますので、お気軽に

お問い合わせください。 

◆ 募集学生の種類 

【教養学部】 ・科目履修生（６か月在学し、希望する科目を履修） 

 ・選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修） 

 ・全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す） 

【大学院】 ・修士科目生（６か月在学し、希望する科目を履修） 

 ・修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修） 

◆ 出願期間 

平成２３年６月１日（水）～平成２３年８月３１日（水） 

 

○資料請求・お問い合わせ先 

〒892－8790 鹿児島市山下町 14－50（かごしま県民交流センター内） 

放送大学鹿児島学習センター 

電話 (099)239－3811  ﾌｧｯｸｽ (099)239－3841 

放送大学ホームページ http://www.u-air.ac.jp 

生涯学習課

７

「不正大麻･けし撲滅運動」のお知らせ 

 

5 月 1 から 6月 30 日まで、「不正大麻･けし撲滅運動」を実施しています。 

マリファナの原料となる「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、法律で栽培や所持が禁止されています。

近年、若年者層の「大麻乱用」が増える傾向にあり、深刻な社会問題となっています。「大麻」の不正栽培

も後を絶たず、県内でも発見されることがあり、検挙される事例も発生しています。 

また、けしには、「植えてもよいもの」と「植えてはいけないもの」がありますが、花を鑑賞するため知ら

ずに「植えてはいけないけし」を栽培していることがあり、毎年県内で多くの「不正けし」が発見されていま

す。 

  「不正大麻・けし」と疑わしいものを見つけたり、自宅の花が「不正けし」ではないかと思ったらすぐにお

知らせください。 



 

８ 

平成 23 年度国民健康保険特定健康診査のお知らせ 

 

生活習慣病の予防と解消を目的として、「特定健康診査（特定健診）」を次のとおり実施します。 

○ 対象者 

40 歳から 74 歳の国民健康保険加入者が対象になります。 

（昭和 11 年 9 月 1 日～昭和 47 年 3 月 31 日生まれの方）  

ただし、妊産婦、拘禁中、6 か月以上医療機関や福祉施設に入所している方は対象になりません。 

※従来の健診では通院中の方は対象外でしたが、特定健診では通院中の方も対象となります。 

※受診の際は「特定健康診査受診券」と「保険証」を必ず両方持参してください。（どちらか一方では受診

できませんのでご注意ください） 

○受診場所 

特定健診には集団健診と個別健診があり、集団健診は市が行う複合健診といっしょに受診できます。 

個別健診は、市内の各医療機関で受診するもので、自分の都合にあわせて受診することができます。 

○個別健診 実施期間：6 月 1 日（水）から 7月 29 日（金）まで 

受診できる医療機関：小原病院、サザン・リージョン病院、枕崎市立病院、尾辻病院、国見内科医院 

※事前に予約が必要です 

○集団健診 実施期間：7 月 7 日（木）から 8月 19 日（金）まで 

※実施会場等については 6 月 20 日号に掲載します。 

○１年に１回健診を受けましょう 

生活習慣病は自覚症状がほとんどないため、定期的な健康管理が予防の決め手となります。健診は自分の

健康状態を知り、生活習慣を見直す絶好の機会です。健康を守るため、年１回は必ず健診を受けましょう。

なお、平成 24 年度の特定健診の受診率等により、平成 25 年度の後期高齢者医療制度への支援金の額が増

減される仕組みとなっており、その結果、国保税に影響を与えることになります。 

※対象者には各公民館の保健推進員等を通じて「健診のお知らせ」「特定健康診査受診券」を配付いたしま

す。 

問合せ 健康課保険医療係 ℡72-1111（内線 147・148）                  健康課 

国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験受験者募集 

 

人事院九州事務局と熊本国税局では、国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験の受験者を募集します。 

合格し採用されますと、税務大学校での一年間の研修後、税務署に配属されます。 

募集要項は、次のとおりです。 

【受験資格】平成２年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた方（学歴は問いません。） 

【試験の程度】高校卒業程度 

【申込書の受付期間】６月 21 日（火）から６月 28 日（火）まで 

※６月 28 日の通信日付印有効（できる限り簡易書留をご利用ください。） 

【第一次試験】９月４日（日） 

【申込用紙】人事院九州事務局、熊本国税局又は最寄りの税務署に備え付けています。詳しくは、次のとこ

ろへお問い合わせください。 

・人事院九州事務局 （電話 092-431-7733）  

・熊本国税局人事第二課試験研修係（電話 096-354-6171） 

・知覧税務署総務課 （電話 0993-83-2411）※自動音声案内 

税務課



 
年金相談所開設のお知らせ 

 

日本年金機構 鹿児島南年金事務所の職員が、厚生（船員）年金・国民年金に関する相談に応じます。 

相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。 

 

○日 時：７月６日（水）午前１０時～午後３時（６月はありません） 

○場 所：市民会館２階 第１会議室 

○問合せ：日本年金機構 鹿児島南年金事務所 お客様相談室 ℡ ０９９-２５１-３８７９ 

 

◎例えばどんな？ 

・年金を受けるための請求ができます。 

・障害年金や遺族年金の相談ができます。 

・50 歳以上の方に年金の見込み額を提示します。 

・過去にかけた年金の記録を確認するお手伝いをします。 

・年金受給者の住所変更や死亡に伴う手続きができます。 

・「ねんきん特別便」「ねんきん定期便」等の問い合わせに応じます。 

※国民年金保険料の納付はできません。 

※基礎年金番号のわかるもの（年金手帳・年金証書等）・印鑑などをお持ちください。 

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です。（家族の相談でも、委任状は必要です。） 

 

近隣市での相談日は次のとおりです。 

・６月８日（水）指宿市中央公民館    ・６月２２日（水） 南さつま市役所ｽﾀｼﾞｵ 21 

・７月１３日 (水) 南九州市ちらん夢郷館 

市民生活課 

９

国民健康保険税を年金引き落とし（特別徴収）で納税されていた７５歳になる方へ 

 

２月まで国民健康保険税を年金からの引き落とし（特別徴収）で納税されていた世帯主の方で、今年度

７５歳になる方は、後期高齢者医療保険へ変更になるため、年金からの引き落とし（特別徴収）が４月か

ら中止となり、個人納付（普通徴収）へ変更されています。 

第１期（４月）分の納期限は５月２日（月）となっていますので、納め忘れの方は納付をお願いします。

また、口座振替納付の方で、引き落としができなかった方は、再振替が５月 31 日に行われますので、残高

の確認をお願いします。 

なお、国民健康保険税の口座振替がここ数年行なわれていない方については、金融機関によっては引き

落としがされていない場合がありますので、お取引の金融機関へおたずねください。 

 

※この変更は、国民健康保険税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じませ

ん。 

また、７５歳になる方で国民健康保険税を年金からの引き落としで納税されていない方の納税方法につい

ては、これまでどおり変更ありません。 

 

詳しくは、下記にお問い合わせください。 

課税に関することは  

税務課 課税係   ７２－１１１１（代）内線１５４・１５５ 

納付に関することは  

税務課 管理収納係 ７２－１１１１（代）内線１５２・１５３ 

税務課



 

水防月間（5月 1日～5月３１日） 

 

梅雨を控え、水害から大切な生命や財産を守るための月間です。 

日頃の十分な備えと、ひとりひとりの水防に対する心構えが、被害を最小限にくい止めます。 

水防活動に御協力をお願いします。 

なお、枕崎市内の 1 時間雨量、主要河川の水位の状況等を電話で知ることができます。 

南薩地域振興局管内河川情報テレホンサービス ℡５２－８８７０ 

建設課

10 

河川愛護月間（５月２１日～６月２０日） 

 

川にゴミや空き缶などを投げ捨てないようにしましょう。 

５月２１日から６月２０日までを河川愛護月間とし、県下一斉に河川愛護運動を実施しています。 

この運動は、広く県民の皆さんに川を大切にしていただいて、また川をきれいにする河川愛護作業に参加

していただくことによって、美しい郷土づくりを実現しようとするものです。 

皆さんの近くを流れている川はきれいでしょうか。川は私たちみんなのものです。 

地域で行われている川の清掃作業に自主的な参加をいただき、運動の成果が充分上がるよう御協力をお願

い致します。 

※各地区・公民館の取り組みをよろしくお願いします。 

建設課

農業委員会委員選挙立候補予定者の説明会を開催 

 

 農業委員会委員選挙が平成 23 年７月 10 日（日）に執行予定です。 

 この選挙に立候補を予定しておられる方を対象に、次の日程で立候補に必要な手続き等について説明会を

開催しますので、関係者はお集まりください。 

 

○ 日  時  平成 23 年６月 11 日（土） 午前 10 時 00 分から 

○ 場  所  市民会館 第１会議室 

○ 持参するもの  筆記用具  

○ そ の 他  来場者は、候補者 1 人あたり 2 名以内でお願いします。 

 

※資料等の準備の都合上、事前に連絡をお願いします。 

選挙管理委員会（72-1111 内線 310） 

選挙管理委員会

振替納税のお勧め 

 

所得税や個人事業者の方の消費税及び地方消費税の便利な納税の方法として、「振替納税」の制度がある

ことをご存じですか。 

これは、指定された銀行や農協などの預貯金口座から自動振替により納付することができる制度です。 

この「振替納税」を利用されますと、税務署や金融機関に出向くことなく、振替日に自動的に納付ができ

ますので、便利で安全です。 

「振替納税」のことでご不明な点がありましたら、税務署にお気軽にお尋ねください。 

知覧税務署 電話０９９３－８３－２４１１ ※自動音声案内 

税務課



 
東日本大震災関連の義援金を支出した方へ 

 

個人の方が、国又は被災自治体への寄附金並びに東日本大震災に関連し日本赤十字社などへの義援金など

を支出した場合（報道機関等を通じて支払った場合を含む。）、一定の要件の下、所得税・住民税が減額され

る場合があります。 

詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧いただくか、税務署へご相談ください。

知覧税務署 電話０９９３－８３－２４１１ ※自動音声案内 

税務課
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７月２４日にアナログ放送は終了します。 

 

地デジの準備はおすみでしょうか。テレビの画面の右上にアナログと表示されているテレビはそのままの

状態だと７月２５日からはテレビを見ることができなくなります。 

地上デジタル放送を視聴するには，地上デジタル放送受信用テレビに買い換えるか，現在お使いのアナロ

グテレビに地上デジタル用チューナーを取り付ける必要があります。 

 

◆デジサポ鹿児島 〈受付時間〉平日：９時～２１時  土日祝日：９時～１８時 

地デジの準備について，「何をすればよいか分からない」という方や「テレビを買ったのにデジタル放

送を受信できない」という方には，デジサポ（総務省テレビ受信支援センター）がお手伝いします。まず

は，デジサポにお電話ください。 

デジサポ鹿児島 ０９９－８３３－２０２０ 

 

◆地デジチューナー支援センター 〈受付時間〉平日：９時～２１時 土日祝日：９時～１８時 

経済的理由で地上デジタル放送の準備ができない世帯で，世帯の全員が市町村民税非課税の措置を受け

ている場合は，簡易チューナーの無償給付などの支援もあります。詳しくは総務省地デジチューナー支援

実施センターまでお問い合わせください。 

（NHK 放送受信料全額免除世帯への支援） ０５７０－０３３８４０ 

（市町村民税非課税世帯への支援） ０５７０－０２３７２４ 

 

◆戸別訪問 〈受付時間〉平日のみ：１０時～１８時 

希望される方にはお宅を訪問して地デジのアドバイスをさせていただく戸別訪問の制度があります。登

録された地デジサポーターが伺います。 
個別訪問の申込 ０９９－８１２－８００１ 

※デジサポの支援は無料です。地デジ詐欺にご用心ください。 

企画調整課

源泉所得税の納期の特例と納付 

  

 給与などの支払の際に徴収した所得税（源泉所得税）は、給与などを支払った月の翌月10日までに納付し

なければなりませんが、納付すべき税額がない場合であっても、翌月10日までに納付書を税務署へ提出して

いただくこととされています。 

 給与の支給人員が常時10人未満の事業所では、一定の手続をすることにより、源泉所得税の納付を年２回

で済ませることができる「源泉所得税の納期の特例」制度があり、半年分をまとめて納付することができま

す。 

 なお、既に「納期の特例」を利用されている方の平成23年１月から６月までに徴収した源泉所得税の納付

は、７月11日（月）までとなっていますので忘れずに納付ください。 

 源泉所得税のことでご不明な点がありましたら、税務署にお気軽にお尋ねください。 

知覧税務署 電話０９９３－８３－２４１１ ※自動音声案内 

税務課


